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様
式
第
二
中
「第

１
条

」
の
下
に
「の

２

」
を
加
え
る
。

様
式
第
六
の
備
考
１
中
「第

54条
第
10項

」
を
「第

54条
第
８
項

」
に
改
め
る
。

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
」
に
改
め
、同
条
第
七
項
中「
第

九
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
様
式
第
九
の
二
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
様
式
第
九
の
三
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
立
体
商
標
」
を
「
立
体
的
形
状
（
文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合

と
の
結
合
を
含
む
。）か
ら
な
る
商
標
（
以
下
「
立
体
商
標
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
の
三
と
し
、
第

三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
動
き
商
標
の
願
書
へ
の
記
載
）

第
四
条

商
標
に
係
る
文
字
、
図
形
、
記
号
、
立
体
的
形
状
又
は
色
彩
が
変
化
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
変
化
の

前
後
に
わ
た
る
そ
の
文
字
、
図
形
、
記
号
、立
体
的
形
状
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
か
ら
な
る
商
標（
以

下
「
変
化
商
標
」
と
い
う
。）の
う
ち
、
時
間
の
経
過
に
伴
つ
て
変
化
す
る
も
の
（
以
下
「
動
き
商
標
」
と
い
う
。）

の
商
標
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
願
書
へ
の
記
載
は
、
そ
の
商
標
の
時
間
の
経
過
に
伴
う
変
化
の

状
態
が
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
表
示
し
た
一
又
は
異
な
る
二
以
上
の
図
又
は
写
真
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標
の
願
書
へ
の
記
載
）

第
四
条
の
二

変
化
商
標
の
う
ち
、
ホ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ー
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
変
化
す
る
も
の
（
前
条
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
「
ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標
」
と
い
う
。）の
商
標
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
願
書
へ
の

記
載
は
、
そ
の
商
標
の
ホ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ー
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
変
化
の
前
後
の
状
態
が
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
表

示
し
た
一
又
は
異
な
る
二
以
上
の
図
又
は
写
真
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
三
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
の
願
書
へ
の
記
載
）

第
四
条
の
四

色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
の
商
標
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
願
書
へ
の
記
載
は
、
次

の
い
ず
れ
か
の
も
の
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
色
彩
を
表
示
し
た
図
又
は
写
真

二

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
色
彩
を
当
該
色
彩
の
み
で
描
き
、
そ
の
他
の
部
分
を
破
線
で
描
く
等
に
よ
り

当
該
色
彩
及
び
そ
れ
を
付
す
る
位
置
が
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
表
示
し
た
一
又
は
異
な
る
二
以
上
の
図
又
は
写
真

（
音
商
標
の
願
書
へ
の
記
載
）

第
四
条
の
五

音
か
ら
な
る
商
標
（
以
下
「
音
商
標
」
と
い
う
。）の
商
標
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

願
書
へ
の
記
載
は
、
文
字
若
し
く
は
五
線
譜
又
は
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
を
用
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
音
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
五
線
譜
に
加
え
て
一
線
譜
を
用
い
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
位
置
商
標
の
願
書
へ
の
記
載
）

第
四
条
の
六

商
標
に
係
る
標
章
（
文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
立
体
的
形
状
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又
は
こ

れ
ら
と
色
彩
と
の
結
合
に
限
る
。）を
付
す
る
位
置
が
特
定
さ
れ
る
商
標
（
以
下
「
位
置
商
標
」
と
い
う
。）の
商
標

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
願
書
へ
の
記
載
は
、
そ
の
標
章
を
実
線
で
描
き
、
そ
の
他
の
部
分
を
破

線
で
描
く
等
に
よ
り
標
章
及
び
そ
れ
を
付
す
る
位
置
が
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
表
示
し
た
一
又
は
異
な
る
二
以
上
の

図
又
は
写
真
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
の
類
型
）

第
四
条
の
七

商
標
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
商
標
は
、
位
置
商
標
と
す
る
。

（
願
書
へ
の
商
標
の
詳
細
な
説
明
の
記
載
又
は
物
件
の
添
付
）

第
四
条
の
八

商
標
法
第
五
条
第
四
項（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
同
じ
。）

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
商
標
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

動
き
商
標

二

ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標

三

色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標

四

音
商
標

五

位
置
商
標

２

商
標
法
第
五
条
第
四
項
の
記
載
又
は
添
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

動
き
商
標

商
標
の
詳
細
な
説
明
の
記
載

二

ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標

商
標
の
詳
細
な
説
明
の
記
載

三

色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標

商
標
の
詳
細
な
説
明
の
記
載

四

音
商
標

商
標
の
詳
細
な
説
明
の
記
載
（
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
が

あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
商
標
法
第
五
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
件
の
添
付

五

位
置
商
標

商
標
の
詳
細
な
説
明
の
記
載

３

商
標
法
第
五
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
件
は
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
特
許
庁

長
官
が
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録
し
た
一
の
光
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

４

前
項
に
掲
げ
る
物
件
で
あ
つ
て
、
商
標
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
商
標
登
録
出
願
（
以
下

「
国
際
商
標
登
録
出
願
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
、
様
式
第
九
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
国
際
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
の
詳
細
な
説
明
）

第
四
条
の
九

商
標
法
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
の
表
の
国
際
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
国
際
登
録

の
対
象
で
あ
る
商
標
の
記
載
の
意
義
を
解
釈
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
の

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

色
彩
に
係
る
主
張
に
関
す
る
情
報
（
色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
の
場
合
に
限
る
。）

二

標
章
の
記
述

第
五
条
の
二
中
「
商
標
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
商
標
登
録
出
願
（
以
下
「
国
際
商
標
登
録

出
願
」
と
い
う
。）」
を
「
国
際
商
標
登
録
出
願
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
一
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
の
願
書
に
記
載
し
た
商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
を
受

け
よ
う
と
す
る
商
標
又
は
標
章
」
を
「
商
標
登
録
出
願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願
の
願
書
に
記
載
し
た
商
標
登

録
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
若
し
く
は
標
章
」
に
改
め
、「
標
章
を
含
む
。）」
の
下
に
「
若

し
く
は
商
標
若
し
く
は
標
章
の
詳
細
な
説
明
又
は
願
書
に
添
付
し
た
商
標
法
第
五
条
第
四
項
の
物
件
」
を
加
え
、「
商

標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
又
は
標
章
の
願
書
へ
の
記
載
」
を
「
商
標
登
録
若
し
く
は
防

護
標
章
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
若
し
く
は
標
章
の
願
書
へ
の
記
載
、
商
標
若
し
く
は
標
章
の
詳
細
な
説
明
の

願
書
へ
の
記
載
又
は
同
項
の
物
件
の
提
出
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
十
一
の
二
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
四
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
中
「
様
式
第
十
二
の
二
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
二
の
二
」
を
「
様
式
第
十
二
」
に
、「
様
式
第
二
十
若
し
く
は
様
式
第
二
十
一
」

を
「
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
一
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
項
、
第
三
条
、
第
九
条
の
二
若
し
く
は
第
十
条
の
二

に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
様
式
第
六
十
一
の
二
」
を
「
様
式
第
六
十
一
の
六
」

に
、「
様
式
第
九
の
三
」
を
「
様
式
第
九
」
に
改
め
、「
、
様
式
第
十
一
の
二
」
及
び
「
、
様
式
第
十
二
の
二
」を
削
り
、

「
様
式
第
十
四
の
二
」
の
下
に
「
並
び
に
同
規
則
第
二
条
第
十
三
項
、
第
三
条
、
第
九
条
の
二
及
び
第
十
条
の
二
に

規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
」
を
加
え
る
。
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